


 

 

さいたま市規則第７０号 

   さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第１

１３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （条例別表第２の規則で定める事務及び情報）  （条例別表第２の規則で定める事務及び情報） 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ⑴ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１

５条第１項又は第２項（森林環境税及び森林環 

  境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号。

  以下「森林環境税法」という。）第７条第１項

の規定によりその例によることとされる場合を

含む。）の規定による徴収猶予に関する事務 

次に掲げる情報 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ⑴ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１

５条第１項又は第２項（森林環境税及び森林環 

  境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号。

  以下「森林環境税法」という。）第７条第１項

の規定によりその例によることとされる場合を

含む。）の規定による徴収猶予に関する事務 

次に掲げる情報 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 納税義務者又は特別徴収義務者に係る生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９

条第１項の規定による保護の実施、同法第２

４条第１項の規定による保護の開始若しくは

同条第９項の規定による保護の変更、同法第

２５条第１項の規定による職権による保護の

開始若しくは同条第２項の規定による職権に

よる保護の変更、同法第２６条の規定による

保護の停止若しくは廃止、同法第５５条の４

第１項の規定による就労自立給付金の支給又 

   は同法第５５条の５第１項の規定による進学 

   ・就職準備給付金の支給に関する情報（以下

「生活保護事務関係情報」という。） 

  イ 納税義務者又は特別徴収義務者に係る生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９

条第１項の規定による保護の実施、同法第２

４条第１項の規定による保護の開始若しくは

同条第９項の規定による保護の変更、同法第

２５条第１項の規定による職権による保護の

開始若しくは同条第２項の規定による職権に

よる保護の変更、同法第２６条の規定による

保護の停止若しくは廃止、同法第５５条の４

第１項の規定による就労自立給付金の支給又

は同法第５５条の５第１項の規定による進学

準備給付金の支給に関する情報（以下「生活

保護事務関係情報」という。） 

  ウ～ソ ［略］ ウ～ソ ［略］ 

 ⑵～⑷ ［略］  ⑵～⑷ ［略］ 

 ⑸ 地方税法第２３条第１項第９号及び第２９２

条第１項第９号の扶養親族並びに同法第３４条

第１項第１２号及び第３１４条の２第１項第１

 ⑸ 地方税法第２３条第１項第９号及び第２９２

条第１項第９号の扶養親族に関する事務 当該

扶養親族を有するとした者に係る児童福祉法（



 

 

２号の特定親族に関する事務 当該扶養親族又

は当該特定親族を有するとした者に係る児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４

の里親の認定における里親に関する情報 

昭和２２年法律第１６４号）第６条の４の里親

の認定における里親に関する情報 

 ⑹・⑺ ［略］  ⑹・⑺ ［略］ 

 ⑻ 地方税法第３４条及び第３１４条の２の所得

控除の適用又は租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第４１条の３の１１第１項の所得

金額調整控除の適用に関する事務 次に掲げる

情報 

 ⑻ 地方税法第３４条及び第３１４条の２の所得

控除の適用又は租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第４１条の３の３第１項の所得金

額調整控除の適用に関する事務 次に掲げる情

報 

  ア～エ ［略］   ア～エ ［略］ 

 ⑼～⑾ ［略］  ⑼～⑾ ［略］ 

 ⑿ 地方税法第４５６条及び市税条例第９６条又

は第９７条の規定による軽自動車税の減免に関

する事務並びに地方税法等の一部を改正する法

律（令和８年法律第２号）附則第１５条第４項

の規定によりなお従前の例によることとされた

同法第１条の規定による改正前の地方税法第４

６３条の２３及びさいたま市市税条例の一部を

改正する条例（令和８年条例第３３号）附則第

２条第３項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた改正前の市税条例第９６条又は第９

７条の規定による種別割の減免に関する事務  

次に掲げる情報 

 ⑿ 地方税法第４６３条の２３及び市税条例第９

６条又は第９７条の規定による種別割の減免に

関する事務並びに地方税法等の一部を改正する

等の法律（平成２８年法律第１３号）附則第２

０条第３項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた同法第２条の規定による改正前の地

方税法第４５４条及びさいたま市市税条例等の

一部を改正する条例（平成２８年条例第２９号

）附則第４条第２項の規定によりなお従前の例

によることとされた改正前の市税条例第９６条

又は第９７条の規定による軽自動車税の減免に

関する事務 次に掲げる情報 

  ア～エ [略]   ア～エ [略] 

 ⒀ 地方税法第４５条、第３２６条第４項、第３

６９条第２項、第４５７条第２項、第４８２条

第３項、第６０８条第２項、第７０１条の１０

第３項、第７０１条の６０第２項若しくは第７

０２条の８第７項又は森林環境税法第１２条の

規定による延滞金額の減免に関する事務 第１

号に掲げる情報 

 ⒀ 地方税法第４５条、第３２６条第３項、第３

６９条第２項、第４６３条の２４第２項、第４

８２条第３項、第６０８条第２項、第７０１条

の１０第３項、第７０１条の６０第２項若しく

は第７０２条の８第７項又は森林環境税法第１

２条の規定による延滞金額の減免に関する事務 

第１号に掲げる情報 

 ⒁ 地方税法第３３１条、第３３５条、第３７３ 

  条、第４６０条、第４８５条の３、第６１３条、

  第７０１条の１８、第７０１条の６５又は第７

０２条の８（森林環境税法第７条第１項の規定

によりその例によることとされる場合を含む。

）の規定による滞納処分に関する事務 次に掲

げる情報 

 ⒁ 地方税法第３３１条、第３３５条、第３７３

条、第４６３条の２７、第４８５条の３、第６

１３条、第７０１条の１８、第７０１条の６５

又は第７０２条の８（森林環境税法第７条第１

項の規定によりその例によることとされる場合

を含む。）の規定による滞納処分に関する事務 

   次に掲げる情報 

 ア～ケ ［略］  ア～ケ ［略］ 

  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

規定 事務 

  

  

  

  

  

規定 事務 

条例別表第１第１項 生活保護法第１９条第

１項、第２４条第１項

若しくは第９項、第２

５条第１項若しくは第

２項、第２６条、第５ 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

条例別表第１第１項   ［略］ 

条例別表第１第２項   ［略］ 

条例別表第１第３項   ［略］ 

条例別表第１第４項   ［略］ 

条例別表第１第５項   ［略］ 
 

 ５条の４第１項又は第

５５条の５第１項を準

用した外国人に対する

保護の措置に関する事

務 

条例別表第１第２項   ［略］ 

条例別表第１第３項   ［略］ 

条例別表第１第４項   ［略］ 

条例別表第１第５項   ［略］ 

条例別表第１第６項   ［略］ 
 

  

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


